
平成19年２月
主婦連合会「消費者が望むリコール社告のあり方」取りまとめ
（平成18年度経済産業省委託事業「消費者の望む標準化調査研究」報告書)

平成19年12月～平成20年２月
「消費生活用製品のリコール社告の記載項目及び作成方法」原案作成委員会開催
（第１回～第３回）

平成20年４月
日本工業標準調査会標準部会消費生活技術専門委員会において、ＪＩＳ規格の制定
承認

平成20年６月
リコール社告ＪＩＳ制定

※ 消費生活用製品のリコール社告ＪＩＳについて

2011年５月20日（金） 消費者委員会配布資料
農林水産省消費・安全局表示・規格課

○ 財団法人日本規格協会が編集・発行した当該ＪＩＳの解説に、 「食品を含む
すべての分野でこの規格が活用されることを期待する。」と記載。

○ リコール社告ＪＩＳで定める記載項目

• リコールタイトル
• 危険性、事故の状況及びその原因
• 消費者が取るべき対応策
• 回収、点検・修理など、消費者への要請
• 製品の特定方法
• 連絡先
• リコール社告の回数及びこれまでの回収率
• ホームページアドレス
• 日付
• その他必要な事項

施策
番号

具体的施策 担当省庁等 実施時期 平成２２年度 平成２３年度

27 農林水産省

食品のリコール
社告を今後出す
際にリコール社
告ＪＩＳを参考
とするよう周知。

食品のリコール社告の規格化
の必要性について審議を行う
ために、必要な調査等を実施。

平成22年度中に、
食品のリコール
社告の規格化の
必要性について
結論を得ます。

食品のリコール社告の規格化の必要性について、
消費者、事業者及び関係省庁等の意見を聴取し、
必要性が認められた場合には、規格化に着手し
ます。
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